
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロペラ部と、蒸留部とを具え、
　 前記回転軸の周囲に設けられた伝
熱管と、この伝熱管の周囲に設けられた凝縮管とを有し、
　前記回転軸と前記伝熱管との間において、熱伝達媒体を、
設けたことを特徴とする、海水淡水化蒸留器。
【請求項２】
　前記プロペラ部のプロペラの大きさが４０ｃｍ～１００ｃｍであることを特徴とする、
請求項１に記載の海水淡水化蒸留器。
【請求項３】
　前記蒸留器の直径が５ｃｍ～２０ｃｍであり、前記蒸留器の長さが１０ｃｍ～５０ｃｍ
であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の海水淡水化蒸留器。
【請求項４】
　前記蒸留部において、前記回転軸と前記伝熱管とのギャップが０．０１ｃｍ～１．０ｃ
ｍであることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一に記載の海水淡水化蒸留器。
【請求項５】
　前記蒸留部において、前記伝熱管と前記凝縮管とのギャップが０．２ｃｍ～１．０ｃｍ
であることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一に記載の海水淡水化蒸留器。
【請求項６】
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　前記凝縮管は、複数の仕切板から構成されたことを特徴とする、請求項１～５のいずれ
か一に記載の海水淡水化蒸留器。
【請求項７】
　前記複数の仕切板間のギャップが０．２ｃｍ～１．０ｃｍであることを特徴とする、請
求項６に記載の海水淡水化蒸留器。
【請求項８】
　前記熱伝達媒体は液体であることを特徴とする、請求項１～７のいずれか一に記載の海
水淡水化蒸留器。
【請求項９】
　前記熱伝達媒体は、オイル、グリース、海水及び蒸留水から選ばれる少なくとも一種で
あることを特徴とする、請求項８に記載の海水淡水化蒸留器。
【請求項１０】
　前記伝熱管の内側面、及び前記複数の仕切板の内側面に沿って蒸留すべき海水を導入す
ることを特徴とする、請求項８又は９に記載の海水淡水化蒸留器。
【請求項１１】
　前記凝縮管は、蒸留により得られた淡水を取り出すべく、前記回転軸の周方向において
、少なくとも一部が開放されたことを特徴とする、請求項１～１０のいずれか一に記載の
海水淡水化蒸留器。
【請求項１２】
　前記凝縮管は、前記回転軸の周方向において、上半分の領域に設けたことを特徴とする
、請求項１１に記載の海水淡水化蒸留器。
【請求項１３】
　前記プロペラ部は、前記蒸留部の長さ方向に沿って屈曲し、前記蒸留部と一体的に収納
するように構成されたことを特徴とする、請求項１～１２のいずれか一に記載の海水淡水
化蒸留器。
【請求項１４】
　プロペラ部を風力により駆動し、前記プロペラ部に連結された回転軸を所定方向に回転
させる工程と、
　前記回転軸と接触するようにして設けられた熱伝達媒体内に、前記回転軸及び前記熱伝
達媒体間に生じた摩擦を通じて摩擦熱を生成する工程と、
　前記回転軸の周囲に設けられた伝熱管を前記摩擦熱によって加熱し、前記伝熱管の外方
を流れる海水を加熱して、少なくとも一部を蒸発させる工程と、
　蒸発した海水を、前記伝熱管の周囲に設けた凝縮管上に凝縮させて淡水を得る工程と、
を具えることを特徴とする、海水淡水化蒸留方法。
【請求項１５】
　前記凝縮管を複数の仕切板から構成し、前記蒸発した海水を前記複数の仕切板の、内方
の仕切板上に凝縮させるとともに、前記内方の仕切板の外方を流れる追加の海水を、前記
凝縮の際に生じた凝固潜熱で加熱して少なくとも一部を蒸発させ、前記内方の仕切板に隣
接して存在する仕切板上に凝縮させることを特徴とする、請求項１４に記載の海水淡水化
蒸留方法。
【請求項１６】
　前記伝熱管の側面、及び前記複数の仕切板の側面に沿って蒸留すべき海水を導入するこ
とを特徴とする、請求項１５に記載の海水淡水化蒸留方法。
【請求項１７】
　前記複数の仕切板は、前記回転軸の周方向において、少なくとも一部を開放し、蒸留に
より得られた淡水を取り出すようにしたことを特徴とする、請求項１４～１６のいずれか
一に記載の海水淡水化蒸留方法。
【請求項１８】
　前記複数の仕切板は、前記回転軸の周方向において、上半分の領域に設けることを特徴
とする、請求項１７に記載の海水淡水化蒸留方法。

10

20

30

40

50

(2) JP 3950973 B2 2007.8.1



【請求項１９】
　前記熱伝達媒体は液体であることを特徴とする、請求項１４～１８のいずれか一に記載
の海水淡水化蒸留方法。
【請求項２０】
　前記熱伝達媒体は、オイル、グリース、海水及蒸留水から選ばれる少なくとも一種であ
ることを特徴とする、請求項１９に記載の海水淡水化蒸留方法。
【請求項２１】
　前記プロペラ部は、前記蒸留部の長さ方向に沿って屈曲させ、前記蒸留部と一体的に収
納する工程を具えることを特徴とする、請求項１４～２０のいずれか一に記載の海水淡水
化蒸留方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、海水淡水化蒸留装置、及び海水淡水化蒸留方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　海難救命用の海水淡水蒸留器としては、例えば、手押し逆浸透膜方式を利用したものが
実用化されている。一例としては、重さ１．１５ｋｇ、長さ２０．３ｃｍ、巾５．１ｃｍ
、及び高さが１１．６ｃｍ程度の大きさで、２７－４９Ｎの力を加えた場合、１時間当り
１．１１～１．１５λ造水できるものは市販されている。成人の一日当り必要な清水の量
を約１．５λとすれば、それを得るためには約８０分の労力が必要であり、体力の消耗と
いった問題がある。
【０００３】
　また、自然エネルギーを利用した海水淡水化蒸留器では、太陽熱を利用した単効用、多
重効用のものも提案されているが、実用的な蒸留器を得るためには比較的大きな受光面積
を必要とするので、蒸留器全体が大型化し、海難救命器具用などの小型の蒸留器を必要と
する分野には適用することができない。また、太陽熱を使用する場合は、太陽日射のない
夜間では造水できないという問題もある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、作業者に対して重労働を課すことなく、天候などに影響されずに低コストで
海水を蒸留して淡水を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成すべく、本発明は、
　プロペラ部と、蒸留部とを具え、

前記回転軸の周囲に設けられた伝
熱管と、この伝熱管の周囲に設けられた凝縮管とを有し、
　前記回転軸と前記伝熱管との間において、熱伝達媒体を、
設けたことを特徴とする、海水淡水化蒸留器に関する。
【０００６】
　また、本発明は、
　プロペラ部を風力により駆動し、前記プロペラ部に連結された回転軸を所定方向に回転
させる工程と、
　前記回転軸と接触するようにして設けられた熱伝達媒体内に、前記回転軸及び前記熱伝
達媒体間に生じた摩擦を通じて摩擦熱を生成する工程と、
　前記回転軸の周囲に設けられた伝熱管を前記摩擦熱によって加熱し、前記伝熱管の外方
を流れる海水を加熱して、少なくとも一部を蒸発させる工程と、
　蒸発した海水を、前記伝熱管の周囲に設けた凝縮管上に凝縮させて淡水を得る工程と、
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を具えることを特徴とする、海水淡水化蒸留方法に関する。
【０００７】
　本発明によれば、プロペラ部と蒸留部とを具える蒸留器を準備し、

前記回転軸の周囲に設けられた伝熱管と、この伝熱管の
周囲に設けられた凝縮管とから構成するようにしている。そして、前記プロペラ部を風力
により駆動し、このプロペラ部に連結された前記回転軸を所定方法に回転させ、前記回転
軸に接触するように設けられた熱伝達媒体内に回転摩擦によって摩擦熱を生じるようにし
ている。
【０００８】
　そして、前記回転軸の周囲に設けられた伝熱管を前記摩擦熱によって加熱し、前記伝熱
管の外方を流れる海水を加熱して少なくとも一部を蒸発させ、前記伝熱管の周囲に設けた
凝縮管上に凝縮させるようにしている。この凝縮水は、前記海水を蒸発させて得たもので
あるので、前記海水が含んでいた塩分はそのほとんどが取り除かれている。したがって、
前記凝縮水を蒸留器外部に取り出すことによって、目的とする淡水を得ることができる。
【０００９】
　本発明によれば、風力を用いて海水を蒸留し、淡水を得るようにしているので、従来の
ように、作業者が何らの重労働を行うことなく、また、天候などに影響させることなく、
低コストで目的とする海水の蒸留操作を行うことができる。
【００１０】
　なお、摩擦熱による蒸発効率を向上させるべく、蒸留すべき海水は、前記伝熱管の側面
に沿って流れるようにする。
【００１１】
　前記蒸留部において、例えば、前記回転軸と前記伝熱管とのギャップを０．０１ｃｍ～
１．０ｃｍとし、前記伝熱管と前記凝縮管とのギャップを０．２ｃｍ～１．０ｃｍとする
ことにより、前記プロペラ部の大きさを４０ｃｍから１００ｃｍとし、前記蒸留器の直径
を５ｃｍ～２０ｃｍとし、前記蒸留器の長さを１０ｃｍ～５０ｃｍとして、十分に小型化
することができる。したがって、本発明の蒸留器及び蒸留方法は、海難救命器具用などの
蒸留器として好ましく用いることができる。
【００１２】
　なお、プロペラ部の大きさとは、前記プロペラ部を構成するプロペラ（羽）の長さを意
味する。
【００１３】
　本発明の好ましい態様においては、前記凝縮管を複数の仕切板から構成する。この場合
、前記伝熱板と隣接する仕切板において上述したような凝縮過程が進行すると同時に、こ
の凝縮過程において生じた凝固潜熱によって前記隣接した仕切板が加熱され、その外方を
流れる海水をさらに加熱蒸発させて、さらに隣接する追加の仕切板上で凝固させるように
なる。そして、このような凝固及び蒸発のプロセスが隣接する仕切板間で繰り返し行われ
る結果、目的とする海水を一度に多量に蒸発及び凝固させることができ、海水の淡水への
蒸留効率を増大させることができるようになる。
【００１４】
　なお、上記好ましい態様においては、凝固潜熱による蒸発効率を向上させるべく、蒸留
すべき海水は、各仕切板の側面に沿って流れるようにする。
【００１５】
　さらに、上述したような大きさにプロペラ部及び蒸留部を小型化するためには、前記複
数の仕切板間のギャップを０．２ｃｍ～１．０ｃｍに設定する。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように、本発明によれば、作業者に対して重労働を課すことなく、天候な
どに影響されずに低コストで海水を蒸留して淡水を提供することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１７】
　以下、本発明の詳細、並びに本発明のその他の特徴及び利点を最良の形態に基づいて詳
細に説明する。
　図１は、本発明の海水淡水化蒸留器の構成を概略的に示す斜視図であり、図２は、図１
に示す蒸留器の構成を具体的に示す断面図であり、図３は、図２に示す蒸留器の、蒸留部
を軸方向に垂直な面に沿って切った拡大断面図である。
【００１８】
　図１に示すように、本発明の蒸留器は、プロペラ部１０と、蒸留部２０とを具えている
。さらに、蒸留部２０に対して蒸留操作を通じて淡水化すべき海水を貯蔵しておくための
、海水貯留槽３０と、得られた淡水を保存しておくための淡水貯留槽４０と、海水貯留槽
３０から前記海水を蒸留部２０内に導入するための給海水管６０及び毛細管７０と、蒸留
部２０に対してオーバーフローした海水を一時的に貯留するための追加の貯留槽５０とを
具えている。
【００１９】
　図２及び図３に示すように、

伝熱管２２の外方において、回転軸２１の上半分を覆
うようにして設けられた、凝縮管としての第１の仕切板２３及び第２の仕切板２４とから
構成されている。また、回転軸２１及び伝熱管２２間には、

熱伝達媒体２６が設けられている。さらに、伝熱管２２の下方部分は所定の断熱部材２
７によって外部と熱的に遮断されている。プロペラ部１０はシャフト１５を介して回転軸
２１に連結されている。
【００２０】
　なお、第１の仕切板２３及び第２の仕切板２４は、得られた淡水を取り出すために、少
なくとも一部が外部に開放されていれば良い。しかしながら、図２及び図３に示す態様を
採ることにより、以下に示す海水の蒸留と得られた淡水の取出とを良好な状態で同時に行
うことができるようになる。
【００２１】
　蒸留部２０において、例えば、回転軸２１と伝熱管２２とのギャップを０．０１ｃｍ～
１．０ｃｍとし、伝熱管２２と第１の仕切板２３とのギャップを０．２ｃｍ～１．０ｃｍ
とし、第１の仕切板２３と第２の仕切板２４とのギャップを０．２ｃｍ～１．０ｃｍとす
ることにより、前記プロペラ部の大きさを４０ｃｍから１００ｃｍとし、前記蒸留器の直
径を５ｃｍ～２０ｃｍとし、前記蒸留器の長さを１０ｃｍ～５０ｃｍとして、十分に小型
化することができる。したがって、本発明の蒸留器及び蒸留方法は、海難救命器具用など
の蒸留器として好ましく用いることができる。
【００２２】
　次に、図１～図３に示す蒸留器を用いた蒸留方法について説明する。最初に、プロペラ
部１０が風力を受けて回転すると、その駆動力はシャフト１５を介して回転軸２１に伝達
され、回転軸２１は、例えば図３に示すように左方向（反時計方向）に回転するようにな
る。このとき、 熱伝
達媒体２６内には回転軸２１との摩擦によって生じた摩擦熱が蓄積されるようになる。こ
のような状態において、蒸留すべき海水が海水貯留槽３０から給海水管６０及び毛細管７
０を通じて蒸留部２０内に導入され、伝熱管２２及び第１の仕切板２３管のギャップ２８
内を流れると、前記海水は伝熱管２２からの前記摩擦熱を受けてその一部が蒸発する。
【００２３】
　蒸発した海水は、ギャップ２８内を拡散し第１の仕切板２３に至って凝縮する。このよ
うにして得た凝縮水は、前記海水を蒸発させて得たものであるので、前記海水が含んでい
た塩分はそのほとんどが取り除かれている。したがって、前記凝縮水を蒸留器外部に取り
出すことによって、目的とする淡水を得ることができる。一方、蒸発せずに残留した海水
は、ギャップ２８の下方部分から外部へ排出される。
【００２４】
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　また、前記蒸発海水が第１の仕切板２３上で凝縮する際において、前記凝縮に起因した
凝縮潜熱が発生する。この結果、蒸留部２０内に導入された前記海水の内、第１の仕切板
２３及び第２の仕切板２４間のギャップ２９内を流れるものは、前記凝縮潜熱によって加
熱され蒸発するようになる。この結果、蒸発海水は、ギャップ２９内を拡散して第２の仕
切板２４に至り凝縮する。このようにして得た凝縮水も前記海水が含んでいた塩分をほと
んど有しないので、前記凝縮水は淡水として外部に取り出される。一方、蒸発せずに残留
した海水は、ギャップ２９の下方部分から外部へ排出される。
【００２５】
　なお、摩擦熱による蒸発効率を向上させるべく、蒸留すべき海水は、前記伝熱管の側面
に沿って流れるようにする。また、凝固潜熱による蒸発効率を向上させるべく、蒸留すべ
き海水は、各仕切板の側面に沿って流れるようにする。
【００２６】
　このように、図１～図３に示す蒸留器を用いた蒸留では、伝熱管２２からの摩擦熱によ
る海水の蒸発－第１の仕切板２３による海水の凝縮、及び第１の仕切板２３の凝縮潜熱に
よる海水の蒸発－第２の仕切板２４による海水の凝縮という、２段階の蒸発及び凝縮の工
程を経るので、蒸留部２０内に導入した海水をより効率的に淡水化し、蒸留することがで
きる。
【００２７】
　なお、図１～図３では、第１の仕切板２３及び第２の仕切板２４の２つの仕切板を設け
、これを利用して海水の蒸発及び凝固を２段階で行って蒸留し、淡水化しているが、３以
上の仕切板を設け、海水の蒸発及び凝固を３段階以上行って蒸留し、淡水化することもで
きる。この場合、海水の蒸留効率をより向上させることができるようになる。また、単一
の仕切板のみを設け、海水の蒸発及び凝固を１段階で行って蒸留することもできる。この
場合においても、十分高い効率で蒸留を行うことができる。
【００２８】
　熱伝達媒体２６は、熱伝達効率の観点からは液体であることが好ましい。具体的には、
オイル、グリース、海水及び蒸留水から選ばれる少なくとも一種を用いることができる。
【００２９】
　図４は、図１～図３に示す海水淡水化蒸留器の使用例の一例を概略的に示す斜視図であ
る。図４に示すように、プロペラ部１０は、そのプロペラ（羽）１６を蒸留部２０の長さ
方向に沿って屈曲させることができ、蒸留部２０と一体的に収納することができる。これ
によって、前記蒸留器の不使用時においては、コンパクトに折り畳んで収納することがで
きる。
【００３０】
　図５は、図１～図３に示す蒸留器を用いて海水の蒸留を行った際の、風速と海水の蒸留
量との関係を示すグラフである。この図から、風速の上昇とともに蒸留量が増大すること
が分かる。また、風速６ｍ／ｓにおいては、約１．９λの造水が可能であることが分かる
。
【００３１】
　以上、具体例を挙げながら発明の実施の形態に基づいて本発明を詳細に説明してきたが
、本発明は上記内容に限定されるものではなく、本発明の範疇を逸脱しない限りにおいて
あらゆる変形や変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本発明は、海難救命用の蒸留器及び蒸留方法として好ましく用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の海水淡水化蒸留器の構成を概略的に示す斜視図である。
【図２】図１に示す蒸留器の構成を具体的に示す断面図である。
【図３】図２に示す蒸留器の、蒸留部を軸方向に垂直な面に沿って切った拡大断面図であ
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る。
【図４】図１～図３に示す海水淡水化蒸留器の使用例の一例を概略的に示す斜視図である
。
【図５】図１～図３に示す蒸留器を用いて海水の蒸留を行った際の、風速と海水の蒸留量
との関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【００３４】
　１０　プロペラ部
　１５　シャフト
　１６　プロペラ（羽）
　２０　蒸留部
　２１　回転軸
　２２　伝熱板
　２３　第１の仕切板
　２４　第２の仕切板
　２６　熱伝達媒体
　２７　断熱部材
　２８、２９　ギャップ
　３０　海水貯留槽
　４０　淡水貯留槽
　５０　追加の貯留層
　６０　給海水管
　７０　毛細管
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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